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　経済産業省では、工業統計調

査を平成19年12月31日現在で実

施します。�

　工業統計調査は、製造業を営

む事業所を対象として、その活

動実態を明らかにすることを目

的として調査します。調査結果

は、国や地方公共団体の行政施

策の重要な基礎資料として活用

されるとともに、企業、大学な

どでの研究資料、小・中・高等

学校の教材など、広く利用され

ています。�

　提出していただく調査票につ

いては、統計法に基づき調査内

容の秘密は厳守されますので、

正確な記入をお願いします。�
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 お問い合わせ先�

　企画政策課�

　　℡ 66-3113
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　緑水湖畔にある森林公園キャ

ンプ場を、冬季の間休業します。�

■施設名／�

　森林公園 キャンプ場�

　（南部町下中谷）�

■休業期間／�

　平成19年12月１日から�

　平成20年３月31日まで�
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 お問い合わせ先�

　産業課�

　　℡ 64-3783

森林公園キャンプ場�
冬季休業のお知らせ�

自衛官募集中�
工業統計調査を�
実施します�
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○ 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。�

○ 年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する場合は、「社会保

　 険料（国民年金保険料）控除証明書」の添付等が必要です。�

　 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、11月上旬に社

　 会保険庁から送付されていますので、申告の際まで大切に保管し

　 てください。�

○ 年の途中から国民年金に加入した場合など、10月２日以降に本年

　 初めて保険料を納付する方については、翌年2月初旬に「社会保

　 険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されます。�

○ 世帯主または配偶者として、ご家族の国民年金保険料を納付した

　 場合は、納付した方がその国民年金保険料を社会保険料控除とし

　 て申告することができます。�
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 お問い合わせ先�

　米子社会保険事務所　℡ 34-6111�

　控除証明書専用ダイヤル（平成20年３月14日まで）�

　　℡ 0570-00-9911

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書は�
年末調整や確定申告に必要です�
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　平成19年度の南部町成人式を、

以下のとおり行います。�

■日時／平成20年１月13日（日）�

　　　　（成人の日の前日）�

　　　　午後１時　式典開始�

■会場／プラザ西伯�

■対象者／�

　南部町在住および出身者で、

　平成19年４月２日から平成20

　年４月１日の間に満20歳とな

　られる方�

　（昭和62年４月２日から昭和63

　年４月１日までに生まれた方）�
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 お問い合わせ先�

　教育委員会事務局�

　　℡ 64-3787

南部町 成人式の�
お知らせ�
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○ 2等陸空海士�

■受付期間／�

　年間を通じて受け付けを行っ

　ています�

■受験資格／�

　18歳以上27歳未満の者�

■試験日／�

　受け付け時にお知らせします�

○ 自衛隊生徒�

■受付期間／�

　11月１日～１月8日�

■受験資格／�

　中卒（見込みを含む）17歳未満

　の男性�

■試験日／平成20年１月12日�
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 お問い合わせ先�

　自衛隊米子地域事務所�

　　℡ 33-2440


